
（単位：千円） 

事 業 名 空家等解体補助事業 担当課 都市整備建築課 

令和２年度 

当 初 予 算 

令和３年度 

当 初 予 算 

左  の  財  源  内  訳 新規 

又は 

継続 

歳出予算科目 

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源  

４款１項３目 

0 5,000    5,000 新規 

１．趣旨 

   市民が安全で安心して暮らすことができる生活環境を確保するため、老朽化が進み、放置することが危険な状態の空家等の解体に要する

経費の一部を補助します。 

 

２．概要 

・対象物件   特定空家等 

※そのまま放置すれば倒壊の恐れがある等、放置することが不適切である状態にあると認められる空家等 

・補助率    解体費用の 1/5（上限 500千円） 

・補助件数   10件 

 

３．その他 

   補助金の交付決定にあたり、申請のあった対象物件について、事前に現地調査 

を実施します。 

特定空家等の例 


